
市町村民税所得割課税額の確認方法 

 保育料の決定及び副食費の免除は、各世帯の課税状況に応じて判定されます。税額については本人のものであっ

てもお電話等でのお問い合わせに回答することができません。お手元に市民税が確認できるものをお持ちの方はそ

ちらでご確認ください。 

 

① 市民税・県民税特別徴収税額の決定通知書をお持ちの方 

 

保育料の決定及び副食費の免除は市民税の「所得割額⑥」を元に判定します（所得割額⑥＝税額控除前所得割額④

－税額控除額⑤）。 ※税額控除額⑤の内、住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）や寄付金控除といった控除は保

育料算定の際には控除対象となりません。調整控除と税額調整のみが対象となるので通知書左下の摘要等を確認して

下さい。 

 

② 納税通知書をお持ちの方 

 

保育料の決定及び副食費の免除は市民税分の「所得割額」を元に判定します。 ※税額控除額の内、住宅借入金等特

別控除（住宅ローン控除）や寄付金控除といった控除は保育料算定の際には控除対象となりません。調整控除と税額

調整のみが対象となるので「税額控除等」の内容を確認して下さい。 
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※平成２６年度から、復興特別税として、市・県民税均等割にそれぞれ５００円が加算されました。 変 更 月 月
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（摘要） 差引納付額（⑧-⑪-⑨,⑩）
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